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資料 ２ 
 

会 議 名 称 

平成１５年度第４回 
  情報公開・個人情報保護審議会会議録 

日 時 平成１５年１２月２５日(木)  １４時～１６時４５分 

場 所 杉並区役所 本庁舎中棟６階 第４会議室 

委 員 
江藤会長 市村委員 遠藤委員 佐々木（庸）委員  高橋委員 
長津委員 夏目委員 野辺委員 花柳委員 柳澤委員 門脇委員 
小松委員 鈴木委員 藤原委員 青山委員 小幡委員 茶谷委員 

実施機関 
村上総務課長 佐々木区民課長 岩崎課税課長 本木消費生活課長 

手島介護保険課長 赤井保育課長 濱西福祉事務所長 

関谷児童青少年センター所長 浅川健康推進課長 田中生活衛生課長  

出 
 
席 
 
者 

事 務 局 

南方行政管理担当部長  髙区長室長 
[情報システム課] 中村課長 和久井副参事 藤本管理担当係長 

鳥居運用担当係長 小林開発担当係長 塩畑開発担当係長 

丸山開発担当係長 村野主査 

[総務課] 牧島副参事  大井情報公開係長  増田主事 

傍 聴 者 １名 

事 前 

・ 平成１５年度第３回情報公開・個人情報保護審議会会議録 

・ 平成１５年度第４回情報公開・個人情報保護審議会 報告・諮問 

・ 平成１５年度第４回情報公開・個人情報保護審議会 報告・諮問関係資料 

・ 杉並区住民基本台帳に係る個人情報保護制度に関する条例において 

                       改正すべき事項について 

・ 防犯カメラの設置及び利用に関する基準について 

・ 区の個人情報保護制度のあり方と杉並区個人情報保護条例において 

                       改正すべき事項について 

配

付

資

料 

当  日 
・ 平成１４年度第５回報告第３０号／平成１５年度第１回報告第１６号 

の資料（写） 

・広報すぎなみ：平成１５年１２月２１日号の写（一面のみ） 

１ 平成１５年度第３回会議録について 

２ 諮問・報告事項 

  総合行政ネットワークシステムに記録する個人情報項目について 諮問３６

  文書管理に関する業務の登録について 報告２８ 
  文書管理に関する業務の外部結合について 諮問３７

  住民税システムに記録する個人情報項目について 諮問３８

  消費生活相談システムに記録する個人情報項目について 諮問３９

  消費者相談に関する業務の登録について（報告） 報告２９ 
  介護保険情報伝送システムに記録する個人情報項目について 諮問４０ 
  介護保険給付に関する業務の外部結合について 諮問４１ 
  保育所設置費／障害児保育／緊急一時保育委託児童／保育所児

童記録／保育所保護者会／保育所入所／子育て支援 
に関する業務の外部委託について 

諮問４２

次 
 
 
 
 
 

第 

  施設措置システムに記録する個人情報項目について 諮問４３
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  学童クラブ入会・助成／学童クラブ児童記録／学童クラブ障害 
児育成／学童クラブ保護者会／子どもと家庭に関する総合相談 
／児童館に関する地域団体／児童館ボランティア 

に関する業務の外部委託について 

諮問４４

  保健衛生システムに記録する個人情報項目について 諮問４５

  保健福祉部相談 事業所健診に関する業務の外部委託について 諮問４６ 
  公的個人認証サービスに関する業務の登録について（新規） 報告３０

  住民基本台帳ネットワークシステムに記録する個人情報項目に 
ついて 諮問４７

  杉並区住民基本台帳に係る個人情報保護に関する条例におい 

て改正すべき事項について 
諮問４８ 

  防犯カメラの設置及び利用に関する基準について 諮問４９ 

 

区の個人情報保護制度の基本的あり方と杉並区個人情報保条例 
において改正すべき事項について 諮問３５

文書管理に関する業務の登録について 

  消費者相談に関する業務の登録について（報告） 
公的個人認証サービスに関する業務の登録について（新規） 

報告につ

いて了承

  総合行政ネットワークシステムに記録する個人情報項目について 

  文書管理に関する業務の外部結合について 

  住民税システムに記録する個人情報項目について 

  消費生活相談システムに記録する個人情報項目について 

  介護保険情報伝送システムに記録する個人情報項目について 
  介護保険給付に関する業務の外部結合について 
  保育所設置費／障害児保育／緊急一時保育委託児童／保育所児

童記録／保育所保護者会／保育所入所／子育て支援 
に関する業務の外部委託について 

  施設措置システムに記録する個人情報項目について 

  学童クラブ入会・助成／学童クラブ児童記録／学童クラブ障害 
児育成／学童クラブ保護者会／子どもと家庭に関する総合相談 
／児童館に関する地域団体／児童館ボランティア 

に関する業務の外部委託について 
  保健衛生システムに記録する個人情報項目について 
  保健福祉部相談 事業所健診に関する業務の外部委託について 

  住民基本台帳ネットワークシステムに記録する個人情報項目に 
ついて 

  杉並区住民基本台帳に係る個人情報保護に関する条例におい 

て改正すべき事項について 

  防犯カメラの設置及び利用に関する基準について 

了承（別

紙答申書

参照） 

内 

容 

（
審 

議 
結 
果
） 

区の個人情報保護制度の基本的あり方と杉並区個人情報保条例 
において改正すべき事項について 

継続審議
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開会 

会  長  開会のあいさつ 

区長室長 本日は、大沼委員、佐々木（浩）委員から欠席ということでご通知をいた

だいております。 

会  長 それでは、議事に入ります。最初に、第３回の議事録の確認をしたいと思

いますが、訂正等ございますか。 

区長室副参事 議事録の訂正箇所が何カ所ございましたので、次回に確定させていただき

たいと思います。 

委  員  議事録について私が申し上げてもよろしいですか。８頁に、図書館次長が

「個人情報を除いたものについては蓄積していきたい」とおっしゃっていま

すが、その前段ですべてを蓄積なさるという答えに対して、私が将来図書館

に必要な情報として蓄積するためであれば、個人の名前は必要ないのではな

いかと申し上げたら、「そのような方向で検討していきます」とお答えくだ

さったので、そこは正確に議事録を作っていただきたいと思います。 

区長室副参事  結構です。 

会  長 それではいまのご意見も含めて、次回に議事録を確定したいと思います。

では諮問事項について審議に入ります。 

報告・諮問事項の審議 

区長室長 報告・諮問事項の朗読 

（諮問文手渡し） 

諮問第３６号・報告第２８号・諮問第３７号 

会  長  それでは審議に入りたいと思います。継続中の諮問３５号までできるかど

うかわかりませんが、４７号、４８号、４９号に時間をとりたいと思います

ので、前半部分はなるべくスピーディーに進めたいと思います。 

 最初に諮問３６号、報告２８号、諮問３７号について、一括して事務局か

ら説明をお願いします。 

政策経営部副参事 諮問３６号について説明 

区長室副参事 報告２８号、諮問３７号について説明 

会  長  ただいまの説明について、ご意見はございますか。 

委  員  ３頁の項目８で、「第６条第１項第２号ただし書に該当する個人情報」と

ありますが、これは何ですか。 

区長室副参事  これは情報公開条例第６条に、非公開の基準が定められておりまして、個

人情報は原則非公開とされておりますが、その非公開の個人情報の例外とし

て、公開できる個人情報の規定がございます。その例外規定としてのただし

書のことです。法令や慣行で公にされている情報、あるいは公益上、公にす

る必要のある情報、公務員の職務執行情報、これらは個人情報ですが、公開

できる情報という規定です。 

委  員 １月の接続ということで、とても急いでいるようですが、これはそんなに

急ぐ必要があるのですか。急がなければならない理由はなんですか。もう少

し延ばせないのですか。 

政策経営部副参事  接続の時期のご質問ですが、杉並区の場合、現在住基ネットには接続して

いないのですが、いわゆる公的個人認証法という、インターネットを使った

電子申請の際に使うときに適用される法律が、１月下旬の施行を予定してい

ますので、それに間に合わすようにご提案いたしました。 

会  長  他にございますか。なければ、諮問３６号、諮問３７号は決定です。報告

２８号は、報告を受けたということにいたします。 

諮問第３８号・諮問第３９号・報告第２９号 

会  長 次に諮問３８号、諮問３９号、報告２９号が関連していますので、一括し

て説明をお願いします。 

情報システム課長 諮問３８号、諮問３９号について説明 

区長室副参事  報告２９について説明 

会  長  ただいまの説明についてご質問、ご意見等はございますか。 
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委  員  諮問３９号について、３９ある項目のうちの１８番と２６番についてお聞

きします。１８番の相談内容というのは、どの程度まで記録するのですか。

２６番の危険情報というのは、具体的にどういうことですか。 

委  員  諮問３９号、報告２９号に関しても、相談とか内容とか、個人情報がたく

さん入りますね。 

消費生活課長 入ります。 

委  員 文書ですと、すべてが終わった場合、裁断、抹消、廃棄、いろいろあると

思いますが、インターネット上、最後の処分はどのような形になっているの

ですか。記録がずっと残るわけですか。それとも何かをもって破棄するので

すか。 

消費生活課長 ５年保存ということになっていますので、５年間で消去いたします。国、

あるいは東京都に提供する情報については、氏名、住所等の個人情報は含み

ません。その部分を除いたところを国なり、東京都に報告をするという形に

なっております。 

委  員 ですから、この自治体とすれば５年で抹消しますね。 

消費生活課長 そういうことです。 

委  員  できればこういうものは何年で、何年間保管したら必ず抹消する、という

ことが明記されているとわかりやすいのですが、これは個人情報の詳しいこ

とが載りますから、いま初めてお聞きしたのですが、国とか県に報告する場

合は、統計的な数字だけが行くわけですね。それでしたらいいのですが、や

はり個人情報がたくさん入りますから、それを明記していただきたいと思い

ます。 

委  員  ３７番の「処理結果」ですが、これは相談を受けて、こういう処理で相談

を終わらせましたと言うのか、処理ということで完結までのことを言うの

か。それから５年と言われますが、これはその問題が解決したと、それがい

い結果に出るか、悪い結果に出るかは別として、そういう結果が出てから５

年という意味ですか。 

消費生活課長  まず処理結果については、例えば助言をしたとか、処理として斡旋が不調

であったとか、そういう分類をするということです。 

 ５年保存というのは、処理が終了してからです。終了するまでは相談カー

ドとして控えていますので、それから年度で計算して５年後の年度まで保管

するということです。 

会  長  他にございますか。ないようですので、諮問３８号、諮問３９号は決定で

す。報告２９号は報告を受けたということにいたします。 

諮問第４０号・諮問第４１号・諮問第４２号・諮問第４３号・諮問第４４号 

会  長 次に諮問４０号、４１号、４２号、４３号、４４号について一括説明をお

願いします。 

情報システム課長  諮問４０号について説明 

区長室副参事  諮問４１号、諮問４２号について説明 

情報システム課長 諮問４３号について説明 

区長室副参事  諮問４４号について説明 

会  長 ただいまの説明について、ご意見、ご質問はございますか。 

委  員  １１頁の諮問４２号ですが、個人情報の項目がたくさんございまして、そ

の中の２７番の生育歴というのは、どの辺まで記録なさるのか、これから先

は記録はしないとか、具体的なところを教えていただきたいと思います。 

保育課長  この保育園については、産休明けの０歳児から受け入れる施設がございま

して、その中で例えば０歳児から病気があるとか、どのように健康に育って

いるとか、一般的なことと障害等の問題も含めまして、その子供の保育に必

要な生育歴です。 

委  員  諮問４１号ですが、例えば都にいく場合は数字で、統計でいくというお話

でしたが、国保連にいく場合、全部氏名、性別がいきます。その場合、要介

護を受けていること自体が、場合によっては社会的影響が強い個人情報だと
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思いますが、この氏名、性別がその後、国保連にいってからどうなるのです

か。 

介護保険課長  国保連には審査支払いというのを委託しているわけです。審査支払いとい

うのがどういう形をとるかといいますと、サービス事業者がサービスを提供

したことに伴って、介護報酬を払ってほしいという請求です。一方では、ケ

アマネージャーがこういう方について、自分がケアプランを作って、サービ

スを提供したことを確認するという給付情報です。それらと杉並区が提供す

る個人の受給者情報、この３つが相まって介護報酬を支払うという形です。

そのためにどうしても個人を特定するということで、性別等も必要になって

くるということです。 

委  員 ですから、国保連のほうで氏名がわかりますが、それに対する保険という

のは実態としてはないのですか。要するに、外部に漏れないような保険で

す。 

介護保険課長  現段階では、国保連はどことも情報等の結合をしておりませんので、国保

連の外に漏れることは考えられません。 

委  員  はい、わかりました。 

会  長 他にございますか。 

委  員  諮問４４号でお尋ねします。学童クラブのＮＰＯ委託というのが進んでい

るように聞いていますが、それは議会ではどの辺まで決定しているのか、ま

だ審議途中なのかをお聞きします。それから、この情報を区が収集してＮＰ

Ｏに渡すのか、それともＮＰＯが独自でこれらの個人情報の項目を収集する

のか。３つ目は、具体的な項目について、２１番の生育歴、４１番の団体加

入の「団体」がわかりませんので、ご説明をお願いします。 

児童青少年センタ

ー所長 

 委託については、現在受託法人を決定して、議会の保健福祉委員会に報告

をさせていただいたところです。委託契約の締結については、平成１６年度

予算が成立後ということになります。委託当初については区が提示をして、

その後運営業務を委託しますので、ＮＰＯ法人が収集していくことになりま

す。 

 生育歴については、障害児の入会を各学童クラブが４名ずつ受け入れてお

りますので、障害児のこれまでの生育歴について、障害の程度を把握するこ

とも含めて収集していく必要があるということです。団体加入については、

学童クラブの運営は、児童課のボランティア団体等との連携も必要になって

きます。この団体加入というところは、そうしたボランティア団体への加入

状況についての記載事項です。以上です。 

委  員 ボランティア団体をもう少し具体的にお願いします。例えば、こういうも

のがあるとか教えていただければと思います。 

児童青少年センタ

ー所長 

 地域の子育て支援にかかわる、さまざまなものです。児童館へ行きますと

母親クラブという団体もございますし、また子育て支援のためのグループ活

動等の展開がいろいろなされているところで、そうした各種多様な団体が存

在しているということです。 

委  員 ありがとうございます。 

会  長 他にございますか。 

委  員 先ほどの答えで逆に引っかかったのですが、個人情報の項目は区のほうで

やるわけですよね。先ほどの話ですと、委託後にＮＰＯ法人がこの情報を収

集すると言っていたのですが、そうではなくて、むしろ委託のときにこの情

報をＮＰＯ法人に渡すということではないのですか。 

児童青少年センタ

ー所長 

そうです。委託の時点では、現在入会している学童のお子さんたちがいま

すから、その情報は引き継ぎということで出していくことになります。その

後の新入会児童等、これから運営が軌道に乗ってきた段階で、随時ＮＰＯ法

人がそれぞれの情報を管理していくことになると思います。 

委  員 そうですよね。ここにある４９項目を引き継ぐ時点で、在籍している児童

館の子供のデータは、委託時に引き継がれるということですよね。 
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児童青少年センタ

ー所長 

言葉足らずでした。そのとおりです。 

委  員 諮問４４番は大変なのですが、１１番の身体・精神・知的障害の状況と、

２１番の生育歴をあえてこういうふうに分けた理由はどういうことなのです

か。先ほどの生育歴の説明では、１１番の中身で包括できるような気がする

ものですから、その辺でどういうことかお聞きします。 

児童青少年センタ

ー所長 

障害を持っているお子さんの入会については、集団育成が可能であるとい

う条件が付いていまして、障害児入会審査会という会を経て、入会が可能か

どうかの可否を決していきます。身体・精神・知的障害の状況は、そうした

障害の程度を知ることと、級別等です。生育歴については、育成していくと

きの留意点を区のほうで掴んでいく必要があるということで、いままでの生

育歴のプロセス、経過等については把握していくということです。 

委  員 それになると、やはりその子の状況を掴まえるというか、状況を詳しく知

るということからすると、一体にすると何かまずいのですか。つまり、お聞

きしていることは、できるだけ個人情報の数を少なくしながら、なおかつ正

確にという視点だと思うのですが、その辺との関連で分けなくてもいいよう

な気もしますが、あえて分けている理由もおっしゃったのですが、その辺を

もう少し聞かせてください。 

児童青少年センタ

ー所長 

入会のファクターで、障害の程度を知ることで、身体障害の級別でどの程

度かということは１つの情報として掴まえなければいけないことがありま

す。一方で、入会した後の育成の面から、生育歴等の留意点を把握していく

ところがありますので、それを切り分けて対応しているところです。 

委  員 ２６番の遊びの関連で、友人関係と周囲の環境があるのですが、これは具

体的にどういうことを指すのですか。 

児童青少年センタ

ー所長 

これも主として一般のお子さんもそうですが、特に障害を持っているお子

さんについては、周囲の環境変化等についてどういうふうに過ごしているの

か、周囲の環境がどういう状況になっているのかということも、障害児の育

成をしていく上で把握させていただいているところです。 

会  長 よろしいですか。 

委  員 入会に当たっては、たぶん審査があると思いますが、これは運営をＮＰＯ

に徐々に移譲していく段階で、ＮＰＯが自主運営になって、審査もそちらで

行うことになるのですか。 

児童青少年センタ

ー所長 

これは業務運営の委託ですので、最終的に私どものほうが決定していく形

になります。ただ、その段階で一定の面接等の補助的なところを担っていた

だくところがあります。 

委  員 たくさんある情報の中には、一部は区で管理し、一部はＮＰＯで管理とい

うふうに仕分けもできる気がするのですが。 

児童青少年センタ

ー所長 

これはその後の運営の中で、障害児の育成のところはとりわけそうです

が、運用を担っていく以上、当然お子さんの身体状況や家庭環境等の一定の

理解と把握は必要になってきますので、入会の審査や面接という側面だけを

切り分けするのは難しいところがあり、どうしても共有しなければいけない

情報になると思います。 

会  長 それでは４０号から４４号は決定にさせていただきます。 

 諮問第４５号・諮問第４６号・報告第３０号 

会  長 次に諮問４５号、４６号、報告３０号について、一括して説明をお願いし

ます。 

情報システム課長 諮問４５号について説明 

区長室副参事 諮問４６号、報告３０号について説明 

会  長 ただいまの説明についてご質問、ご意見はございますか。 

委  員 １５頁の諮問４６号ですが、この外部委託が実行されますと、血液検査の

結果に関しては業者から直接私たちにお知らせが来ると考えていいのです

か。 
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保健予防課長 これは保健センターで行っている健康相談と事業所健診における血液検査

の委託ですので、その結果は保健センターでの健康相談、事業所健診でお返

しすることになりますので、ご本人に直接郵送等でお返しすることではござ

いません。 

委  員 そうしますと、業者に個人情報の項目の１から４まではお知らせしなくて

もいいわけですよね。例えば血液検査というのは、血液を採ってカプセルに

入れて業者に渡しますが、その場合はナンバーか何かにしておいて、そのナ

ンバーの検査結果が返ってきたところで、その検査を受けた当人に通知が来

ればいいわけで、業者には氏名、性別、生年月日、電話番号は知らせる必要

がないと思いますが。 

保健予防課長 血液検査の結果だけではなくて、その結果を診断書等にしてご本人に保健

センターからお返しするのですが、診断書等の様式の打ち出しといいます

か、紙に印刷したものを保健センターに提出することも含めた委託ですの

で、その打ち出した内容の中に氏名等の情報も記載するということです。 

委  員 血液検査というのは、とてもナーバスな情報で、妊娠の有無とか、エイズ

の感染の有無とか、肝炎とか、とても重要な個人情報が入っております。シ

ステムを変更すれば、氏名、性別、生年月日、電話番号は業者には渡さなく

ても十分可能だと思いますが、その辺は検討する予定はございませんか。 

保健予防課長 この血液検査の中身としては、コレステロールや血糖等ということで、エ

イズの検査等はこれには入っておりません。今後、委員のおっしゃる方向も

検討はしていきたいと存じますが、いまの時点では診断書の打ち出しも含め

た形での委託を考えております。検査の結果も含めて打ち出しをすることで

考えております。 

委  員 ここに書いてある項目で、例えば番号だけということですが、我々は普通

の集団健診を受けても、それを間違わないようにするために、人の検査の結

果が届いては困るということで、二重三重に間違わないようにするために求

めているのではないのですか。 

保健予防課長 そのとおりでございます。 

委  員 血液検査のことばかり言いますが、情報で大事なのは血液だけではなく

て、血圧も、尿検査にしても、「あなたは糖尿ですよ」とか、Ｘ線をやって

「あなたは胸が悪いですよ」といろいろなものが出てくるわけです。これは

全部個人情報です。その個人情報が間違った人に行ったのでは困るのです。

ですから、そういうところでこれは必要なのではないですか。 

保健予防課長 今回の委託の中にレントゲンや血圧などは入っていませんが、委員のおっ

しゃるとおり、間違わないように二重三重という意味も当然含んでおりま

す。 

委  員 その間違いが発生しないために、具体的な氏名、年齢、性別、電話番号を

載せなければならない、これしか方法はないのだということはないように思

うのです。別の方法を考えればいいことではないかと思います。健康に関す

る情報は本当に個人の大事な情報ですから、他に変わるシステムがあれば、

間違いがなくて済むシステムをこれから考えることができるのであれば、こ

れは安易に渡されることはあってはならないと思うのですが、その辺はどの

ように認識されていますか。 

区長室長 これは番号だけでのチェックだけではなくて、この業務の中で検査した項

目をチェックして、さらにプリントして、それをお渡しする前段階までの業

務も含めて行うということで、一体的に行っておりますので、こういった形

式をとっているとご理解いただければと思います。 

委  員 私ども臨床の場で、検査というのは大変多うございます。内部で処理する

こともございますが、外部にお願いするものもたくさんあります。お話の中

にもあったように、間違いは絶対にあってはいけないという内容です。従来

見ておりまして、いろいろな方法でやってみましたが、いちばん間違いがな

いのが住所、氏名、年齢が入っている基本的なものです。ですから、個人の
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ものがあることは当然ですが、相手のほうも十分それを認識して作業してお

ります。その辺までいくと、むしろ検査そのものを問題にするようになって

しまいますので、検査をお願いする場合には、すべての施設がこれを使って

おります。 

会  長 他にございますか。諮問４５号、４６号は決定、報告３０号は報告を受け

たということにいたします。 

諮問第４７号・諮問第４８号 

会  長 次に諮問４７号と４８号について説明をお願いします。 

情報システム課長 諮問４７号について説明 

区長室副参事 諮問４８号について説明 

会  長 ただいまの説明について、質問、ご意見はございますか。 

委  員 横浜方式を杉並区が採用したために、見直しが必要になったというご説明

だったと思いますが、現在、東京都との交渉の進捗状況、総務省との交渉と

の進捗状況など教えてください。 

区民課長 東京都、総務省との協議の関係は、私ども横浜方式で認めていただいて接

続するようにお願いしているところですが、現在、総務省の返事は、個人情

報保護法も成立して、すでに第二次稼働が始まっている状況の中で、これか

ら段階的参加ということはないのではないか。基本的に全員参加がいつでき

るかを明示しなければ、横浜方式での参加も認められず平行線を辿っていま

す。 

委  員 東京都はどうですか。 

区民課長 横浜方式は、総務省、神奈川県、地方自治情報センター、横浜市というこ

とで、基本的に総務省が最終的に判断することである。東京都は横浜方式と

いうのは、東京都の知らない所でやられているものだと。神奈川県という県

がやっていることで、東京都は横浜方式について直接かかわる立場にない。

基本的に住基ネットを所管する総務省が最終的には判断する事項ということ

で、基本的に総務省と直接話してくださいという話しになっています。 

会  長 他にございますか。 

委  員 いま説明のあった諮問４８号、諮問４７号の準備をするにはどのぐらいの

期間がかかるのですか。 

区民課長 具体的に接続する場合の準備ということでよろしいですか。現在のところ

全く切断していますので、まず機器類のバージョンアップから始めなければ

いけないということで、いろいろな手順を含めて、システム課とよく打ち合

わせをしなければいけないところです。 

情報システム課長 技術的な問題がありまして、現行の住基システムからバージョンアップを

しなければいけない。総務省から新たなプログラムの公開がされていますの

で、そういったものにまず塗り替えなければなりません。 

情報というか、大量のデータを一気に送らなければならないこともありま

すので、東京都のほうにもそれなりの準備をお願いして、必要があれば東京

都のシステムも若干の修正を加えてもらわなければならず、そういったこと

を加味して、早くても２カ月間ぐらいかかります。 

横浜方式で協議が整った場合、さらに横浜方式にするために準備しなけれ

ばならないシステム修正もありますので、それも併せてやらなければなりま

せん。ですから協議が整いましたから、明日から接続です。ということはあ

り得ません。 

委  員 横浜方式のために新たな準備も含めて、大体２カ月ぐらいは必要であると

いうことですが、冒頭の質問者との関係でも、都は総務省と話しなさい。総

務省はいまさら部分参加はとんでもない、一括参加でなければ認めないとい

う話しがありました。 

 この間の新聞の報道では、区長が横浜市の横浜方式は認めて、杉並区が横

浜方式で参加しようとしているときに、杉並区のほうは認めないということ

であれば、場合によっては司法に訴えてでもやるという報道がされたと思い
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ます。こういうことになってしまうと、その辺はどんな傾向になっていくの

か。その結果によっては、裁判が長引いて、１つは準備ができても、なかな

か接続ができないとか、裁判の結果によっては接続することがなくなってし

まうとか、いろいろあると思います。「司法に訴えても」と区長が言われて

いる背景や見通しについては、所管としてどうお考えですか。 

会  長 それは審議と少し離れるので、簡単にご説明をお願いします。 

区民課長 いま１月末を１つの目途として、総務省と鋭意協議するように努力してい

るところです。その後のことについては、いまのご質問も含めて、これから

より区民のために、早く何らかの結果を出していかなければならないという

ことで努力しています。 

委  員 実際に処理をする情報の件数は、５０万とか５２万ということでよろしい

ですか。 

区民課長 基本的に都へ送信する件数は、そういうことです。 

委  員 これはいまある住民基本台帳を、ネットに接続するために、手を加えなけ

れば接続ができないので、手続をしたいということを問われていると思いま

すが、そういうことでいいわけですか。 

区民課長 今回お願いしているのは、電気通信回線によって通知してくださいという

ことで、基本的にはＣＳサーバーを通して回線がつながれば通知していくの

で、そのための具体的な対象事項を明らかにすることで条例の見直しをお願

いしています。 

委  員 資料の９頁で、いま非通知申出数が８万６千余と書いてありますが、これ

は１１月２８日までに実施した結果ということでが、今後、非通知にしたい

人が出てきたときはどうするのですか。 

区民課長 基本的には横浜方式で進めておりますので、横浜も期限後の例外は一切認

めておりません。杉並区としても横浜と同じようにやるために、国との協議

等を進めるための要件にもなりますので、一斉の調査については２８日をも

ってすべて終わらせていただきます。ただ、横浜と同じように、これから転

入されて来る方、あるいは出生された方については、その日から１カ月は受

付けを行います。 

委  員 これについて私は賛否を保留にしたいと思います。つまり、区長の発言や

長野県における実験の結果、危険性が新たに指摘され、区自身としても調査

に出掛けて、それを調査会議で報告をして新たに検討して、対応をしたいと

いう報道もされていますので、そういうものを見てからやる必要があるので

はないか。この間も区としては慎重に、また漏れてはいけないということも

含めて、より厳重な条例を作ることで一生懸命やられていることには私ども

も敬意を示していますが、保留にしたいということです。 

会  長 わかりました。 

委  員 私も保留です。 

会  長 反対ではないのですね。 

委  員 接続することには保留をさせていただきたいと思います。 

会  長 お二人は保留ということですが、残りの方は賛成でよろしいですか。それ

では保留２人を除いて多数決で諮問４７号、諮問４８号については決定で

す。諮問３７号から諮問４７号、諮問４８号まで含めて、一応全部決定にな

ったわけですが、答申案については、もう１つ残っております。防犯カメラ

の問題ですが、それはあとで一括して答申案についてお諮りしたいと思いま

す。それでは休憩にします。 

（休 憩） 

諮問第４９号 

会  長 定刻ですので再開します。先ほども申しましたが、諮問第４９号について

説明をお願いします。 

区長室副参事 諮問第４９号について説明 

会  長 ただいまの説明について、ご意見、ご質問等はございますか。 
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委  員 犯罪件数が増えているという資料を添付してくださっていないので、それ

をいただきたいと思うのです。犯罪が増えているというのは、マスコミなど

では言われていますが、実際に警察庁のホームページでは、例えば「歌舞伎

町で監視カメラを設置したけれども、犯罪件数が増えた」というのは、今週

の日曜日に、ＴＢＳの６時からの番組でも警察の方がおっしゃっていまし

た。それから『法律時報』の１１月号で、元法務省官僚で龍谷大学の浜井浩

一教授も、「犯罪が凶悪化しているとは思えない」などといった特集記事も

ありますので、本当に犯罪が増えているというきちんとしたデータを出して

いただかないと、議論の根拠になるところが築けないのではないかと思いま

すので、その資料を出していただきたい。 

総務課長 本日お配りした資料の１３頁をご覧いただきたいと思います。表１は警視

庁が発表した数値でございますが、これを見ていただければ平成１０年には

約２５万件だったのが、平成１４年には約３０万件ということで、１.２倍

に増加しているという資料がございます。 

 それから杉並区における過去５年間の刑法犯ですが、これは平成１０年が

約６,０００件、それが平成１４年は約１１,０００件ということで、１.６

倍に増えているという統計数字がございます。 

委  員 これは警察の発表の数字でして、認知件数というのは警察が受け付けた犯

罪の件数なのだそうです。あまり忙しいと検挙率が落ちるので、認知を受け

付けないということも警察はするそうなので、そういうことは『法律時報』

の１１月号で官僚の方もおっしゃっているわけですから、この警察発表の数

字だけではなくて、もう少しちゃんとした資料をいただきたいと思います。 

区長室長 警察の発表が正式なちゃんとしたデータではないと言われると、我々は、

日本の司法を担っている警視庁のデータを信用できない、という論拠の上で

議論することになり、これはなかなか難しいと考えます。 

委  員 それから、いいですか。 

会  長 ちょっと審議会のそれとはずれてくると思うのです。 

委  員 いただいた、この頁の資料を踏まえてしか議論ができないというのは、ち

ょっと不足ではないかと私は考えますので。 

会  長 いま言った刑法犯のことについて、認知件数云々というような議論になっ

てしまうと、それはもう刑法学界で年中やっているような議論で、ここでい

くら議論しても結論は出ないと思います。そういう意味です。 

委  員 わかりました。 

会  長 他にはいかがですか。 

委  員 もう１つ。防犯カメラが犯罪予防に役立つというご説明で、長崎の事件の

解決に役立ったということですが、あれはたしか屋上に監視カメラがあるこ

とに、悪戯をしてしまった後で１２歳の子供が気がついて、パニックになっ

て子供を突き落としてしまった、という地裁発表の記事が新聞に載っていま

したから、あながちカメラがあれば犯罪を未然に予防できるということには

ならないわけですからね。 

会  長 それはもちろん両面あるので、私もそれは言わずもがなと思っています。

問題は何かというと、やはり現時点においてプライバシー保護というもの

を、よりきちんと杉並区で確立していこうとしている場合に、コンビニであ

れ、スーパーであれ、現実を見るとむやみやたらに設置されてきているわけ

ですよね。それを野放しのままで放っておくことがいいのかどうかと。 

 やはりプライバシー保護の観点から杉並区における、いわゆる防犯カメラ

を使用する者の基本原則や、基本的な運営のルール等々をきちんと決めてお

くほうがいいのではないか、というように考えるか、それとも、もう１つは

変な言い方になるかもしれませんが、プライバシー原理主義で、プライバシ

ーを守るためには一切そういうのはいらないと考えるか、どちらかだと思う

のです。 

ですから、その辺のところが非常に難しい問題があるのだけれど、当審議
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会としては、やはりプライバシー保護の観点から一切いらないということに

なると、こんな議論もいらないのです。お墨付きを与えているわけだから、

先ほどの血液の云々についても「審議会でパスしたからやってもいい」とい

うことになってしまうでしょう。そうすると、もう自分のプライバシーは自

分で全部守れ、ということにもなりかねない。だから、その辺の線引きをど

うするのかというのは、本当に頭が痛いところなのですが、そういった観点

からこの審議会としては議論せざるを得ないのではないか、ということなの

です。 

 別にここでもらった資料だけというのではなくて、この中でおかしいと思

うことについて、この諮問に基づいて、区として条例等々を作っていくわけ

ですよね。区長の諮問を受けて、提案していくわけでしょう。だから、もし

も区長の認識が甘かったら、きちんとこう考えなさいよと言うのが、ここで

のせいぜいのところ、審議会の役割ではないかと思うのです。 

委  員 会長がおっしゃるとおりです。 

会  長 そう言ってくだされば幸いです。 

委  員 パブリックコメントが、今月の末から１月６日でしたでしょうか、受付期

間ということになっておりますので、その意見も見せてもらってから諮問す

るのが、私としては妥当ではないかと思いますので、今回は保留ということ

にさせていただきたいです。 

委  員 私は防犯カメラというのが、杉並の商店街にゼロだというのにはとても驚

いたのですが、いずれにしろ防犯カメラという形でカメラが増えていくのだ

ったら、それでこちらの情報保護という観点からすれば、それを規制すると

いうか、それにある程度の枠をかける今回の防犯カメラ条例というのは、有

効ではないかと思うのです。 

 私たちが黙っていても、どこかで防犯カメラがどんどん野放しに増えてい

くよりは、そこに枠を据えて、止められないまでにしても、ある程度は区で

規制というか、「こういう形でやってください」ということで枠をはめてい

くというのは、この審議会でもある意味で役立っていることではないかと思

って、これは感心して見ているのですけれどもね。 

委  員 ２つあります。１つは我々に課せられたのは、区長が防犯カメラを設置す

るという方針に対して、「では、プライバシーの保護をさせるための条件は

何か」ということで、答申をしなければいけないわけです。だから我々に与

えられた課題は、防犯カメラの是非ではないのですよね。そういう視点から

質問をしたいのですが、専門家会議で届書についての情報公開の論議がなさ

れたようですが、現段階で区の方針はどうなのでしょうか。大変微妙な問題

ではあると思うのですが。 

総務課長 これは設置する事業者の防犯上の問題もございますし、セーフティーの問

題も含んでいますので、これは非常に微妙な問題です。この点については今

後条例を議会に提出するまでに、早急に詰めていきたいと考えています。 

委  員 ここに書いてありますように、防犯カメラを付けてはいけないという法律

の規制は何もないのです。これはどんどん付けることができるのです。そし

て、現に付いているわけです。これから増える可能性もあるのです。そうな

っていくと、プライバシーの侵害というのは、現在あるカメラによって侵害

が発生するかもしれないのです。それを、他の人の意見を聞いてから、もう

少し期間を置いてから、というようなことになると、侵害があった場合はか

えって期間を延ばすことが、侵害を増やす傾向にもなってしまう。これは、

なってしまってからでは困るのです。 

 だから私の考えでは、こういう諮問をしたのは、いまあるものを侵害され

ないように、１日でも早く規制してしまおうと、こういう趣旨で侵害を防ぐ

ためにやろう、ということで諮問されているのだと思うのです。だから、

「カメラを付けたら駄目だよ」というご意見なら、これはいま会長が言った

ように、言ったところで規制する法律がないのですから、付けられたら終わ
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りですよね。 

 それから、カメラによって犯罪の検挙が減っているなんていうことはあり

得ない。これは増えているのです。例えば皆さんが新聞紙上で見ても、銀行

のＡＴＭがありますよね。あれは、みんなカードです。盗んだカードを使っ

て、金をどんどん出しているわけです。あれはカメラがなければ、一体誰が

出したかわかりませんよ。ところが、あれから特定して犯人を検挙している

わけです。そういう意味において、これは無用の長物ではないのです。 

 ただ問題は、これを付けることによって発生するであろうプライバシーの

侵害をどうやって防ぐか、ということのほうが重要なのです。カメラを規制

するものがないのですから、付けてはいけないという法律がないのですか

ら、そういう状況においてどうやってプライバシーの侵害を防ごうか、それ

にはどういう規定を作ったらいいだろうか、こういうことのほうが重要なこ

とではないかと私は思うのです。だから現段階において、区がこういう諮問

をするのは、私は当然だと思います。これは私の意見です。 

委  員 私もいまの委員と全く同じなのですが、本当は防犯カメラなどない世の中

のほうがいちばんいいのです。でも、やはり現実にはこういう時代ですか

ら。 

 ただ、カメラの設置場所の下に「杉並区防犯カメラ条例に基づいて設置さ

れています」ということがはっきり明示されていれば、区民としては「区が

管理して、守ってくれているな」、「個人情報、画像の処理なども変に扱われ

ないようにしているんだな」ということがわかれば、それはすごくいいこと

だと思います。 

 というのは、ある区立公園で強盗があったのです。ところが、その公園は

防犯カメラも何もないものですから、２４時間水銀灯はついているのです

が、加害者と被害者とで公園内で事件が起きてしまったのです。これは、

「このときに防犯カメラがあれば、犯人の特定ができたのに」と思っても、

結局犯人が逃げてしまえば、もう全然わからないわけです。だから安全のた

めにも、防犯カメラというのは必要悪としてあったほうが望ましい。 

 しかし撮影される人たちというのは、区民とは限らない。どんな場所でも

全部、区民以外の人が行動しているわけですから、その場合の対応というの

も大変なことになる。あくまでも「区民のいろいろなプライバシーを守る基

準に則って、このカメラは設置されています」という程度の、立入調査も何

もないようですし、公表だけということですから、やはりこれがもし悪意に

満ちた利用をされて、普通に俯瞰で撮っているものが、実はコントロールし

ている人がズームアップにして撮っていたりということがあるかもしれな

い。ある程度行政がその点の約束を交わしてやることは、いまの世の中の流

れから、これはやむを得ないことだと思います。ないほうが素晴らしい社会

なのだけれど、そういうものをしなければならない世の中というのがいまの

現実ですから、やはり必要だと思います。 

委  員 今回はいわゆる出された諮問について、賛成、反対ということではなく

て、広くこの審議会の意見を聞きたいという内容だと思います。 

 先ほど会長が言われたことに尽きているとは思うのですが、やはりプライ

バシーの保護と、犯罪を検挙するというぎりぎりのせめぎ合いの中で、全国

で防犯カメラがどんどん付いている。それでは、やはり犯罪の防止には一定

の効果があっても、プライバシーは守っていけないだろうという意味で、全

国で初めて杉並区がこういう条例を、プライバシー保護の観点から作ろうと

しているわけです。 

 しかも３番のところに、（１）から（８）まで、この条例の骨子がすでに

提出されているわけですよね。ですので、意見を求められている立場の一人

としては、いろいろ細かいことはあろうかと思いますが、基本的に区がいま

考えている３番目の条例（案）について区の考え方、これを踏襲する中で、

またこれから区民の皆さんの意見の聴取も来月の６日まであるようですか

ら、その辺を勘案して、最終的には議会で決定をするということですので、
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私自身の意見としては、やはり区が今日お出しになっている条例案、区の考

えについて、これを基本として答申をすべきだろうと考えております。 

委  員 ２３頁の第５の防犯カメラ取扱者等の義務と、２６頁の実行確保策、これ

はまさに表裏一体だと思うのです。例えば重大事故が発生した場合の通報マ

ニュアルといいますか、通報の義務ですね、それに対して、立ち会って内容

をチェックする義務といいますか、これは区だけで独自にやる問題ではない

と思いますし、当然警察関係者と、その写っている内容についてチェックす

るということを考えると、やはり届出の義務というものを、もう少し踏み込

んで考えるべきではないかと思います。 

 例えば一定期間保管してあるビデオで、一定期間、誰と誰が立ち会ってチ

ェックするとか、あるいはその中からカメラの取扱者自身が発見した、重大

事件に繋がるような画像があった場合の届け先、そういった緊急事態に対す

る処置というものを、もう少し盛り込んでいくべきではないかと考えており

ます。 

委  員 私の意見ですが、専門家会議をほとんど通しで傍聴しました。その経過を

聞いていましたら、最初に区が提出したたたき台、大綱の中には、プライバ

シーの保護が強く謳われておりましたが、審議を重ねていくにしたがって、

どんどん後退していったというのを見ております。その辺は設置推進にもな

りかねないような、区の（１）から（８）までの諮問内容、条例案ですか

ら、「ちょっと待ってくれ」という意見、気持がございます。それで質問で

す。 

委  員 意見を言ってからの質問というのは、会議の原則から外れていますよ。 

委  員 具体的な質問です。 

委  員 外れていますよ。意見を言ったら質問しないというのは、会議の原則では

ないですか。 

委  員 ２７頁の苦情等の申立ての第３項で、審議会では設置機関、区の附属機関

である個人情報保護審議会などが妥当であるという旨がございますが、これ

は区のほうでは苦情等の申立て、７番のところには考えていらっしゃるのか

どうなのか、お聞きしたいと思います。 

総務課長 基本的には専門家会議の答申を尊重するという方向で、条例案を作成する

考えです。この審議会の意見を聴くことができる、ということが専門家会議

から答申されているわけですが、基本的にはこの意見を尊重するような形で

進めていきたいと考えています。 

会  長 他にございますか。 

委  員 質問です。３頁にある準公共の場所ということについて、ここに想定され

ることが記載されています。詳細はこれからなのだと思いますが、現在はど

のような場所を想定されいるか、この「規則で定める一定の」というところ

を、詳しくお聞きしたいです。 

総務課長 詳しくは今後、規則で定めるということなのですが、当面、現時点で考え

ていることは、例えば店舗についてはある一定以上の売り場面積、何平米以

上とか、それから興行場、劇場などです。杉並区内には大きな劇場はないの

ですが、将来的には、公会堂ができたあかつきには、それが該当するのかと

考えています。それから鉄道の駅構内といった、切符を買わないで自由に立

ち入りできる、いわゆるコンコースです。そういう所が、準公共の場所とし

て考えられると思います。これ以外についてもこれから検討しますが、現時

点では概ねこの３つが考えられるところです。 

委  員 売り場面積だけで、職種であるとかはないのですか。面積だけなのでしょ

うか。 

総務課長 そうですね。店舗については難しい問題を抱えています。売り場面積だけ

ではなくて、もう１つの条件として、自由にその店舗を通り抜けられる、一

般に買物客以外にも通行できる店舗というのがありますよね。そういうのも

１つの条件として付すかどうか、というのも今後検討していきたいと考えて
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います。 

委  員 ３頁の（４）防犯カメラ設置基準の届出という項目です。２番の公共機関

の中で、国立や都立を除くとなっていますが、これは要するに国や都と協力

して、杉並区として設置すべきものなのか、あるいは都のほうで考え方をそ

のまま杉並区に流してくるのか、あるいは全く区として、国立・都立の施設

についてはタッチしないという考えなのか、その辺のところをお聞かせいた

だきたい。 

総務課長 まず国の機関について、今般成立した行政機関個人情報保護法が保護の対

象になるものと思われます。それから東京都、警視庁ですが、浜田山にスー

パー防犯灯がついていますが、これは警視庁が設定した緊急通報装置付きの

防犯灯システム運用要綱で運用されていることなどを踏まえて、対等な地方

自治間で、一方的に義務を課すことは適切ではないという判断がございまし

て除外したものです。 

会  長 他にいかがでしょうか。それでは、保留の方が２人おられるわけですが、

その２人を除いた多数決でこの諮問は決定ということにしてよろしいです

か。 

（異議なし） 

会  長 それでは、そうさせていただきます。そうすると、いままでの諮問第３６

号から諮問第４７号に対する、１つの答申案と、それから２つ目が諮問第４

８号、これが住基ネットとの関係のものですが、それについての答申と、い

まの諮問第４９号についての答申をしていくのですが、その案文を作るのに

どのくらい休憩すればよろしいでしょうか。 

区長室副参事 少し時間を頂戴できればと思います。４時半でよろしいでしょうか。 

会  長 ４時半まで１５分くらいありますね。 

区長室副参事 よろしいですか。 

会  長 わかりました。 

委  員 これはどうなるのですか。６の項目はこれからですか。 

会  長 ６は時間があれば。これは、この前の諮問第３５号ですよね。 

委  員 はい。 

会  長 諮問第３５号は前回３つやって、今回もまた出てきているのですが、細切

れでそのようにやっていくのがいいのかどうかということもあります。実は

今日も３０分くらい、もしかしたら時間が残るかもしれないです。そうした

ならば、そこで少し議論するのか、その辺はまだ、私としては態度を決めか

ねているところです。 

 それでは１５分ということで、４時半まで休憩にします。 

（休憩） 

会  長 答申案ができたようなので、配付していただきます。 

（答申案の配付） 

会  長 答申案はこの内容でよろしいでしょうか。特にご意見はございませんか。 

（異議なし） 

会  長 それでは、事務局から区長宛に答申書をお渡しください。 

（答申文を区長室長に手渡し） 

会  長 結論が出たので若干余計なことを言いますと、防犯カメラのほうですが、

ちょっと押しつけがましい気が少しいたしますが、でも当然のことではあり

ます。「区民のプライバシー保護に配慮する観点からの防犯カメラ設置及び

利用に関する条例の策定にあたり、盛り込むべき事項は下記のとおりとす

る」という形で、前書きを付けてもらって、答申案にしたわけです。 

では、他に何かございますか。 

区長室長 ただいま答申を賜りましたので、お礼も含めてご挨拶申し上げたいと思い

ます。 

 今期の当審議会の皆様方とは、７月に始めて半年間で３回の会合を、本日

まで重ねてまいりました。毎回出される諮問の内容を見てみますと、本当に
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この半年間でも、大変な勢いでＩＴ社会が進行しているのを目の当たりにす

るようです。特に本日の審議会においては、諮問第４８号の住民基本台帳ネ

ットワークに関わる個人情報保護に関する条例の規定の見直しと、諮問第４

９号の防犯カメラの設置と利用に関する条例の策定にあたり、この大きな２

つの課題についてご答申いただき、本当にどうもありがとうございました。 

会  長 他になければ、残っている諮問第３５号の継続についてです。先ほど少し

お話も出たのですが、２０分くらいしか残っていませんしので、諮問第３５

号については日を改めて、できれば一括して残りの部分を全部やれたらと私

は思っております。事務局の都合等もあるのでよくわかりませんが、今日の

ところはともかく、諮問第３６号は行わず、継続審議ということにさせてい

ただきたいと思います。 

区長室副参事 諮問第３５号については継続審議ということになりましたが、諮問第３５

号の資料６の終わりのほうに、第４回の区議会定例会におきまして、杉並区

個人情報保護条例の一部を改正する条例が、議決をいただいて成立いたしま

したので、その新旧対照表を１１頁以降にお付けしています。 

改正にあたりましては、前回の審議会に諮問させていただき、答申をいた

だいた上で、それを尊重いたしまして改正案を策定し、今回成立の運びにな

りました。皆様方には改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。

時間があれば概略を説明させていただくところですが、後ほどゆっくりお目

通しいただければと思います。 

 最後に次回の当審議会の日程ですが、来年２月１７日（火）の午後２時か

ら開催したいと存じます。どうぞご予定のほどをよろしくお願いします。 

会  長 閉会のあいさつ 

 

 

 

 


